
多子軽減フローチャート（未就学児のみ対象）
①

はい

②

いいえ 　

③

はい

いいえ 　

④ いいえ ⑤

はい

⑥ はい

いいえ いいえ
　

⑦

⑧

はい

　
＊「区市町村民税所得割合算額」は令和6年6月頃に確定した区市町村民税の所得割の項目における世帯員の合算額になります。

東京都の制度により、利用者負担を
無償にすることができます。詳しくは
同封のチラシをご覧ください。

　　　　　 　  今回の申請とは別に
　　　　　　   東京都へ申請が必要
　　　　　　  となります。

いいえ

無償化対象児童
（生年月日が平成31年４月２日～

令和4年４月１日）である

兄姉がいる

多子軽減該当
（区で世帯の状況を確認して、
第何子にあたるか判断します。）

はい

兄姉は障害児通所
支援を利用している

非該当
（費用負担無し）

いいえ世帯員の内、一人でも区市町
村民税が課税されている

非該当
（費用負担無し）

　　　　　　多子軽減該当
　　　　　　　　　   兄姉の「通園証明書」の
　　　　　　  提出が必要です。
　　　　　　　　　   通園している園に通園証明書の作成を
　　　　　　　　　   依頼してください。

多子軽減該当
（区で支給決定情報を確認して、
第何子にあたるか判断します。）

R7.4.1時点で兄姉が保育園や幼稚園
等に通園している（認証保育所除く）

非該当

はい

非該当

非該当
兄姉はR7.4.1時点
で未就学児である

世帯の区市町村民税所得
割合算額（＊）が

77,101円未満である


